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　　　　　　　　　栃木県安足農業振興事務所経営普及部　井上　英春

　私の担当品目は、日本一の産出量を有する苺です。担当地域は足利学校の足
利市、佐野ラーメンの佐野市と申し上げればご理解頂けますでしょうか。
　昨年度まで足利市の担当のみでしたが、定員削減で今年度から私１名のみと
なり、初めて佐野市の担当も務めることとなりました。
　佐野市では苺の栽培面積が約３０ｈａほどあり、また作付も半世紀に及ぶ歴
史ある産地です。しかしそれゆえ高齢化や重要病害の発生など産地の抱える課
題も多く、その対策の一環として育苗の省力化に取り組んできました。その手
法の一つ、育苗の分業化でもあるリレー苗の生産に平成７年以降取り組んでい
ます。

　そしてこの夏、リレー苗委託産地である北海道網走支庁清里町へ現地指導に
行くこととなりました。平成８年あるきっかけから生産が開始され今年が９作
目となります。私としては久々の北海道への旅、しかも網走方面は初めて足を
踏み入れるということで、仕事とはいうものの、見知らぬ土地や人に会うこと
に少々興奮気味でした。

　栃木県から向かうには福島空港が手っ取り早いのですが、女満別空港に向か
うのに福島県からは直行便がありませんでしたので、羽田からの出発でした。
行きの飛行機の中、もう少しで到着と思われる頃に、夏休みを利用した観光で
しょうか、あるご婦人がそろそろ飛行機に飽き言葉少なになっている男の子の
関心を惹こうと話しかけました。

　　ご婦人：「ほらっ、窓のお外を見てご覧。
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　　　　　　　北海道、でっかいどう～。」
　　男の子：「・・・・・・・（無反応）。」

　随分古いセリフを恥ずかし気もなく使うなあと思いつつ、問いかけられた男
の子の心境にも同情しました。
　ところが、空港に降り立つと予想通りというか、予想以上に確かに「北海道、
でっかいどう～。」でした。

　この広大な大地をカンバスに見事にデザインされた農地が、３６０度全方位
見渡す限りに広がっています。その中を時速○○○キロで移動し、さすがにそ
の雄大と思われた景色もそろそろ見飽きてきた頃、清里町に到着しました。

　現地では「いちごっ子部会」と称して１５名の女性が栽培管理を行っていま
した。育苗方法は甜菜育苗用のハウスを利用した簡易なナイアガラ育苗です。
夏の間甜菜の育苗がないことによる施設の有効利用と、農村女性パワーによる
活性化を目的として地域一丸となって取り組んでいました。
　現地の普及員さんと農協さんの案内で、１件１件苗場を巡回しました。そこ
で初めて栽培している女性の方々とお会いしました。そこでの栽培管理には、
各戸耕作面積が数百ヘクタールであるという経営スケールからは思いも寄らな
かった、一人一人の女性らしい繊細さが感じられ、この方々のお陰で産地は支
えられているのだと、いたく感動した次第です。
　「いちごっ子部会」の活動はその後北海道のほかの地域にまで広がり、愛知
県や千葉県などへ計１００万本以上の苗が供給されるきっかけとなったとのこ
と、その意味においても、「いちごっ子部会」及び現地関係者の方々に心から
感謝を申し上げます。

　さて、大切に育てられたリレー苗は９月中旬出荷となります。１本１本丁寧
に箱詰めされ、夜行列車とトラックに揺られて佐野市の農協青果センターまで
運ばれてきます。一時集荷場予冷庫に保管され、生産者の引き取りを静かに待
つのです・・・。

　つい最近、佐野市内を巡回していましたら、ある農家のハウスにおいて、北
海道で育てられたリレー苗が今まさに植え付けられようとしていました。
　早速、その苗の状況を確認しようとダンボール箱の中を覗いたところ、露で
光り輝く苗の茂みの中から、１匹のカエルが飛び出てきました。それを定植の
手伝いに来ていた農家の女性達が見つけるやいなや、驚きと可笑しさで声を上
げました。

　　「あら、いらっしゃい。佐野にようこそ。お嫁でも貰いにきたんけぇ？」

　私も思わずうれしくなり、この苗を作ってくれた北海道の女性の方々のお話
しをしたいな、とその時こころからそう思いました。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　　　　　　　　　　　　　普及課からのお知らせ　　　　　　　　　　　　

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【普及組織における病害虫防除指導資料等の適正化】

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆　先月、ある普及センターが作成、配布した「防除指導資料」に誤記載☆
☆があることが判明し、県が農産物の出荷及び販売の自粛を要請するとい☆
☆う事態が生じました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☆
☆　病害虫防除の指導は、普及センターの重要な役割の一つですが、誤っ☆
☆た資料の提供や指導は、農産物の安全性の問題のみならず、生産農家の☆
☆経済的損失や信用の問題にも至りかねません。普及職員の皆さんも、十☆
☆分ご理解していることとは思いますが、改めて作成資料のチェック体制☆
☆（病害虫防除所など関係機関への確認、センター内における確認手順な☆
☆ど）の構築・見直し、既存資料の確認など行って頂き、このようなこと☆
☆の生じないようお願いします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　☆
☆　また、もし資料中に誤記載などがあった場合には、速やかに誤記載に☆
☆関する情報の周知など、適正な措置を講じて頂きますよう重ねてお願い☆
☆します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

【普及事業に関する政策評価について】

　農林水産省では、平成１２年度から、政策評価を実施しています。
　平成１５年度については、５９の政策分野について実績評価が行われ、普及
事業についても、その中の一政策分野として評価が行われました。
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　具体的には、①技術の普及に係る普及センターの目標達成割合、②担い手の
育成に係る普及センターの目標達成割合の２つの数値指標を設定し、普及セン
ターの皆様のご協力をいただき、各普及センターで設定されているさまざまな
目標の達成割合を全国集計した数値をもって実績評価を行っています。

　おかげさまで普及事業については、ここ２年ほど「Ａ」評価をいただいてい
ますが、内容を子細に見ると、改善すべき点も多くあります。
　すなわち、普及事業に限らず、評価の指標としては、本来、活動の成果を表
す「アウトカム指標」が設定されるべきなのですが、実際に個々の調査票をみ
ると、単なる活動量を表す「アウトプット指標」を目標指標として設定してい
る例がまだ多く見られるという点です。

　「技術講習会に何人の農業者が参加した」とか、「経営研修会を何回開催し
た」とかいった指標は、普及員の仕事量を表しているかもしれませんが、普及
活動の成果を表すものでは決してありません。そうではなく、普及員が活動を
行った結果、対象がどのように変わったか（例えば、「対象地域の生産性がこ
れくらい向上した」とか、「所得○○万円以上の農業者が何戸増加した」とか
・・・。）が活動の成果を表す指標だと思います。

　「いまさら当たり前のことを。」と言われるかもしれません。しかしながら、
平成１４年度～１５年度にかけて、普及センターが立てた約２,３００以上の目
標を見てきたところでは、アウトカム指標の設定という点では、いまだ不十分
ではないかという感想を持っています。
　もちろん、数字は万能ではありませんし、ソフト事業の特質として定量的な
効果測定が難しいという面もありますが、適切な成果指標を設定できるかどう
かということは、自分がやるべきことをどれだけ明確なイメージとして持って
いるかということと表裏一体ではないかと思われます。

　とかく「評価」というとネガティブなイメージで受け取られがちですが、「
普及活動をより良いものとするために有益な情報を提供してくれるもの」と捉
えて、一層積極的に内部評価や外部評価に取り組んでいただくことを願う次第
です。

　平成１５年度政策評価結果の詳細については下記をご覧ください。
http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/kikaku/hyoka/15/cont/15jisseki0802.pdf

　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆

【普及課にインターンシップの学生が来ました】　　　　　　　　　　　　　　

　農林水産省では、「学生が農林水産省の実際の行政事務に接することにより、
学習意欲を喚起し、高い職業意識を育成するとともに、農林水産業、農産漁村
及び農林水産行政に対する理解を深めてもらうこと」を目的として、学生を対
象にインターンシップを実施しています。本年度も普及課では一名の学生を受
け入れ、９月６日～１０日まで普及課での事務補助など様々なことを経験して
頂きました。
　そこで、そのインターンシップを終えての感想文を紹介します。

　《農林水産省普及課でのインターンシップを終えて》

　　　　　　　日本大学生物資源科学部　食品経済学科３年　上地　美貴子

　今回、普及課でのインターンシップでは普及職員研修講義、東京都農業改良
普及フォーラムへの参加、東京都の普及員の方の現地活動に同行させて頂き、
たくさんのことを学ぶことが出来ました。

　どれもとても勉強になったのですが、この中でも特に印象に残ったのが普及
員の方の現地活動の見学でした。普及員の方から農家の方を指導する上で一番
大切なのは信頼関係だと伺っていた通り、三箇所での現場指導において普及員
の方と農家の方が話している様子で、どの農家の方とも信頼関係があることが
とてもよくわかりました。普及員の方は害虫についての注意をしたり、農家の
方の農薬・害虫に関する相談を受けたり、ビニールハウス等の設備についての
アドバイス、他の農家の現状、・情報も伝えたりしていました。農家の人の悩
みを聞き、農家の現状を把握して指導をするということがとても大切というこ
とがわかりました。

　普及課内での事務補助では、各普及センターで実施された指導課題の達成状
況等に関する集計作業、経営体育成普及活動全国コンクールの受賞者一覧表の
作成を行いました。
　全国の普及センターにおける膨大な活動状況の資料は、達成、不達成要因が
細かく評価されており、このような作業がよりよい農業を作っていくのだと知
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り感銘しました。

　５日間という短い期間でしたが、普及課でのインターンシップは、現場に行
って自分の眼で普及活動を見ることが出来、また多くの農業に携わる方の話を
聞くことが出来、とても充実した日々を過ごすことが出来ました。普及課の皆
様にはお忙しい中わかりやすく指導して頂きとても感謝しております。この貴
重な体験をこれからの学業、そして卒業後の進路選択に活かしていきたいと思
っております。
　　　　　　　　　　
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆

【農業改良資金最新貸付事例紹介】

  普及員の方々から、他の地域での農業改良資金の貸付事例を参考にしたいの
で、教えて欲しいという意見が多く寄せられます。
　そこで、e-普及だより第５号から資金の最新貸付事例を紹介することとしま
した。
　特に、農業改良措置を行う理由に注目して農家の貸付相談等、参考にしてい
ただければと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　①葉たばこの幹刈収穫機及び乾燥装置の導入による労力軽減と品質向上

　１．地域の概要
　　この地域は、県内では比較的温暖で、様々な種類の果樹や野菜が作付けさ
　れ、複合経営が盛んな地域である。その中で、葉たばこは古くから町農業の
　基幹で、町の作物別粗生産額の１位を占めている。
　　平成１４年の作付面積は４０４ｈａで、県内の約２５％を占めているほか、
　平成１５年の売上高は、市町村別で全国第１位となった。

　２．借受の動機
　　借入農家は、本人、妻、父、母の４人で葉たばこ１５５ａ、水稲１３０ａ
　を経営している。葉たばこの収穫は多くの労力を要するとともに、真夏の暑
　い時期に行わなければならないことから、大幅な省力化が可能な幹刈収穫機
　を導入することとした。
　　また、出荷調整も多くの労力を要する上、調整の良否が単価を大きく左右
　することから、乾燥の自動化による省力化と品質向上の必要性を強く感じ、
　コンパクト乾燥室を導入することにした。

　３．導入した機械、施設等 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業費　　　　　借受額　
　　　幹刈収穫機　　　　１台　１，８７４千円
　　　積載台車　　　　　６台　　　２３９千円
　　　コンパクト乾燥室　１式　２，７３７千円
　　　[合計]　　　　　　　　　４，８５０千円　　２，３５０千円
 
　４．事業実施の状況及び今後の目標
　　幹刈収穫機の導入により、収穫作業の省力化と収穫時期の適正化が図られ
　た。また、コンパクト乾燥室の導入により、乾燥作業の省力化と品質の向上
　が図られた。
　　今後は、導入機械・施設を効率的に利用し、作業の省力化と良品質安定生
　産に努めながら、所得の向上を図りたい。

　②トラクター等導入による省力的経営

　１．地域の概要
　　気候的には温暖な気候であり、農産物では麦、葉たばこを中心とした畑作
　農業を主体としており、畜産は肉用牛が多い。

　２．資金借受けの動機
  　５０頭を常時飼育する肉用牛繁殖の経営を行ってきたが、飼料作物に係る
　労働時間を低減させるため大型トラクター及びディスクモアを導入、さらに
　飼料作物収穫請負を行い経営安定を図った。

　３．導入した機械、施設等 
　　　　　　　　　　　　　　　　　事業費　　　　　　借受額　
　　　トラクター　　　　１台　３，５４９千円
　　　ロータリー　　　　１台　　　７１４千円
　　　ディスクモア　　　１台　　　５４６千円
　　　[合計]　　　　　　　　　４，８０９千円　　４，８０９千円

　４．事業実施の状況及び今後の目標

ページ(4)



e-普及だよりメルマガ版（５号）.txt
　　大型トラクター、ロータリー及びディスクモアを導入した。
　　今後は、導入機械により飼料作物に係る労働時間を低減し、子牛管理の充
　実を図る。また、導入した農機具を有効利用し機械コストの低減のために、
　飼料作物収穫の作業受託を導入した。これにより借入者本人の経営安定につ
　ながるだけでなく、地域内の高齢肉用牛飼育農家への労力支援の効果が期待
　できる。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　　　

　　　　◇◆◇協同組織課からのお知らせ◇◆◇
　　　　　JAグループでは営農指導機能強化への取り組みを進めています

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　平成15年10月に開かれた第23回JA全国大会において、経済事業改革が重点事
項として決議され、その実践のためには営農指導機能の強化が喫緊の課題であ
るとされました。そこで、平成16年2月に「営農指導事業検討委員会」が設置
され、ここで4回にわたって検討された結果が、この7月に「JAグループの営農
指導機能強化のための基本方向」として取りまとめられたところです。この基
本方向は、今後、ＪＡグループ内での検討、協議を経て、平成17年3月に公表
される「経済事業改革基本方針」に反映され、JAグループの共通の目標として
実践されることとなっています。

　この「JAグループの営農指導機能強化のための基本方向」において、JAは営
農指導を通じ、地域農業戦略を実現するため、①ＪＡでは、営農指導強化策を
策定し、実践する。②県域（ＪＡ県中央会、全農県本部等）及び全国域（全中、
全農）においては、ＪＡの営農指導機能強化を支援するための具体策を策定し、
実践することとしています。

　特に、県域（ＪＡ県中央会、全農県本部等）では、①県域で担う機能、②県
域のJA営農指導支援のための体制、③普及センター、行政等関係機関との機能
分担・連携のあり方、④営農指導員の研修・資格認証、についての具体策を平
成１７年３月までに明確にすることとしています。

　つきましては、普及センター等関係機関におかれましては、この具体策の策
定に関し、JA県中央会などから検討要請等がありましたら、各々の組織の役割
・連携のあり方について十分検討をいただき、今後その機能が発揮されるよう
お願いします。

◇詳しい資料はJA全中ホームページをご覧下さい
http://www.zenchu-ja.org/JAnewHP/ja-zenchu/keizaizigyou/
「JAグループの営農指導機能強化のための基本方向」等が掲載されています。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　　　　　　　　　　　　　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ　　　　　　　　　　　　

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

《高収益が期待できるイチジクの養液栽培》（生研センター）

 １． イチジクは健康食品

　イチジクにはタンパク質分解酵素、食物繊維、アントシアニン、カルシウム、
カリウムなどを豊富に含む低カロリーの果実です。そのため、整腸作用、血中
コレステロールや血圧の上昇を抑える効果などがあるといわれ、健康食品の一
つとして期待されています。

２．果樹の養液栽培

　養液栽培の利点は、①消費地の近くで養液栽培を行うと、消費者に新鮮で熟
したイチジクを届けることができます。また、②価格の高い時に出荷が可能で
す。③短期間で成木になり、④収量が増加し、⑤収量や品質は安定します。⑥
施肥やかん水は自動的に行われるので省力的です。

３．収穫体系

　年に２回収穫するタイプ：第１回目は６～７月に、２回目は１１～１月に収
穫できるようになります。そして、露地栽培を組み合わせると長期出荷が可能
となります。
　年に１回収穫するタイプ：栽培管理を適正に行うと、露地栽培よりも長期間
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収穫できるようになります。収穫時期をずらし、価格の高い時期に出荷するこ
とも可能です。

４．養液栽培の効果

　露地栽培と比較すると、定植から収穫までの期間は、大幅に短縮されます。
収穫量は、約３倍程度増収します。玉伸び、果色、糖度などの品質は向上し、
安定します。
　施設費はおよそ700万円ですが、試算結果によると、粗収益は800万円／10ａ
粗利益は500万円／10ａで、高い収益性が期待できそうです。

５．おわりに

　この研究成果は、企業に研究開発を委託して行ったガット・ウルグアイラン
ド対策研究開発の成果です。詳しい情報を知りたい方は、下記に示す生研セン
ターのホームページの「研究開発の成果の普及」をご覧下さい。また、下記の
企業までご連絡下さい。

　問合わせ先
　１）生物系特定産業技術研究支援センター（生研センター）
　　　　http://brain.naro.affrc.go.jp/tokyo/
　　TEL：03-3459-6568（古川嗣彦）

　２）協和種苗株式会社　営業本部（東京都渋谷区南平台町１５－１３）
　　　　http://www.kyowaseed.co.jp 
　　TEL：03-3463-7422（俵口泰生）

６．現地検討会

「果樹の環境保全型養液栽培技術」の現地検討会が１１月２６日に豊橋市で開
催されます。生研センターの上記ホームページをご覧下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　◆

《農作業の安全・快適性向上に向けた取り組み「改善事例集Ⅲ」刊行》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（生研センター）

　「改善事例集Ⅰ、Ⅱ」に引き続き、平成16年８月に「改善事例集Ⅲ」を刊行
しました。
　この中には農作業の安全・快適性を向上するために、農作業現場改善チェッ
クリストを活用したり、農家が独自に実施したりした改善事例145例を収録して
おります。
　また、作目別、作業別、目的別索引で、適当な事例をすばやく探し出せるよ
うにしています。
　
　
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　編　集　後　記　　　　　　　　　　　　　

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　最近、新しい高性能のパソコンが欲しい！そうすれば、能率良く仕事ができ、
残業時間を少なくできるかもと思っています。
　近年、農家の投資意欲が減退していていると耳にしますが本当にそうでしょ
うか。今まで以上の所得を確保できるのであれば、誰だって最新で高性能の機
械を利用して、効率的に農作業を行いたいはず。パソコンが欲しいのと意識は
変わらないと思います。ただ、機械の値段が高いから買わないだけなんです。
　私は、農業改良資金を担当して常日頃考えているのですが、農家にとって有
益な補助事業や資金（金利）情報が農家までなかなか届かないという状況の中、
農家の一番身近な普及員、ＪＡ職員、市町村等が素早く情報を入手し、積極的
にＰＲする必要があるのではないでしょうか。
　せっかくトラクタ等を安く手に入れる方法があるのに、その入手方法を農家
に教えてあげなければ、農家は高い買い物をするか、買わないかのどちらかで
しょう。　
　その情報を展開するための材料提供は、国や都道府県等が積極的に行ってい
かなければならないと考えています。
　最近は、このようなメールマガジンやＨＰなど情報伝達方法は迅速かつ多様
なので、大いに活用してもらいたいと思います。
　
  なお、このメールマガジンに関するご意見・ご要望などがございましたら、
下記までご連絡願います。
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　  e-fukyu@nm.maff.go.jp
    ０３－３５０２－８１１１（４２７８）

 
 ----------------------------------------------------------------- 
    　　　　　　　　　　　　　*** ご注意 ***

　　メールマガジンに記載したＵＲＬで、一部ＰＤＦ形式のものがあります。　
　ＰＤＦファイルをご覧頂くためには、農林水産省ホームページにある　　　 
　「Get Acrobat Reader」のボタンでAcrobat Readerをダウンロードして 
　ください。
  -----------------------------------------------------------------
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